
平成２１年度以降の対応

【均等割】
均等割の７割軽減を受ける世帯のうち、長寿医療制度の被保険者全員が、年金収入８０万円以下

（その他各種所得がない）の場合に９割軽減する。
【所得割】

所得割を負担する方のうち、所得の低い方（具体的には年金収入１５３万円から２１１万円まで）
について、５割軽減する。
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【年金収入でみた軽減イメージ】
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【夫婦世帯の例（妻の年金収入８０万円以下の場合）】
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平成2０年度の対応

【均等割】

２１年度までの措置として、２０年度については、７割軽減世帯で８月まで年金から支払っている方

については、１０月からは保険料を徴収しない。なお、７割軽減世帯で納付書等で納めていただく方

にも同等の軽減措置を講ずる。（８．５割軽減。月額保険料は、全国平均で約５００円)
【所得割】

所得割を負担する方のうち、所得の低い方（具体的には、年金収入153万円から211万円までの被保

険者）について、５割軽減する。
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【８．５割軽減】

【夫婦世帯の例（妻の年金収入１３５万円以下の場合）】



本来
保険料
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○ 被用者保険の被扶養者であった方については、制度加入時から２年間の軽減措置（均等割５
割軽減）に加えて、
・ 平成２０年４月～９月の半年間は凍結し、
・ 平成２０年１０月～平成２１年３月の半年間は、均等割を９割軽減した額としている。

○ 平成２１年４月から平成２２年３月までの１年間においても、同様に９割軽減の措置を継続する。

被用者保険の被扶養者の９割軽減措置の継続について

２０年１０月 ２１年４月 ２２年４月２０年４月

360億円

400億円 420億円

＜所要経費等＞

340億円

地方負担
（法律上の措置）

国庫負担
（予算上の措置）

※平成２２年度以降のあり方については、今後検討。
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